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せ ん 及 び 団 体 監 理 型 実 習 実 施 者 に 対 す る 団 体 監 理 型 技 能 実 習 の 実 施 に 関 す る 監 理 を 行 う こ と を い う 。

こ の 法 律 に お い て 「 監 理 団 体 」 と は 、 監 理 許 可 （ 第 二 十 三 条 第 一 項 の 許 可 （ 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に10
よ る 変 更 の 許 可 が あ っ た と き 、 又 は 第 三 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 第 二 十 三 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 特

定 監 理 事 業 に 係 る 許 可 へ の 変 更 が あ っ た と き は 、 こ れ ら の 変 更 後 の も の ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 受 け て

実 習 監 理 を 行 う 事 業 （ 以 下 「 監 理 事 業 」 と い う 。 ） を 行 う 本 邦 の 営 利 を 目 的 と し な い 法 人 を い う 。

（ 基 本 理 念 ）

第 三 条 技 能 実 習 は 、 技 能 等 の 適 正 な 修 得 、 習 熟 又 は 熟 達 （ 以 下 「 修 得 等 」 と い う 。 ） の た め に 整 備 さ れ 、

か つ 、 技 能 実 習 生 が 技 能 実 習 に 専 念 で き る よ う に そ の 保 護 を 図 る 体 制 が 確 立 さ れ た 環 境 で 行 わ れ な け れ ば

な ら な い 。

２ 技 能 実 習 は 、 労 働 力 の 需 給 の 調 整 の 手 段 と し て 行 わ れ て は な ら な い 。

（ 国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 責 務 ）

第 四 条 国 は 、 こ の 法 律 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 前 条 の 基 本 理 念 に 従 っ て 、 技 能 実 習 の 適 正 な 実 施 及 び 技 能

実 習 生 の 保 護 を 図 る た め に 必 要 な 施 策 を 総 合 的 か つ 効 果 的 に 推 進 し な け れ ば な ら な い 。
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《 技能実習生 》

〈ミャンマー人技能実習生「求人票」の事前確認業務引き受けについて〉

ミャンマー労働省の要請、並びに在⽇ミャンマー⼤使館の委託に基づき、2016年1⽉より⽇本ミャンマー協会（ＪＭＡ）
は求⼈票等の事前確認を⾏う事となりました。 なお、弊協会の事前確認引受けの前提として「ミャンマー⼈技能実習⽣育
成会」（略称「育成会」）へのご⼊会および確認⼿数料を戴くことになりますので、予めご了承の程お願いします。

【経緯】 同国の経済発展に伴い、ミャンマーでは様々な分野、様々なレベルにおける産業⼈材の育成が喫緊の課題となっ
ています。⽇本ミャンマー協会（ＪＭＡ）としても⼈材育成に関する⽀援・協⼒ついては協会活動の⼀つの柱と位置付け
ております。

そのような状況下、ミャンマーにおいても⽇本独特の「技能実習制度」への関⼼と理解が深まり、⽇本への技能実習⽣派
遣の機運が⾼まっています。 ⼀⽅、⽇本側でも昨今の建設・⼟⽊・農業・⾷品・縫製そして介護などの現場における若⼿
技能労働⼒の不⾜は⽇々深刻化しています。

2014年末にエーミン労働⼤⾂が訪⽇した際、渡邉会⻑に対し「ミャンマーとしてこれから⽇本に技能実習⽣の派遣を本格
化させ、将来の国造りに必要な⼈材を育成したいので、ＪＭＡに⽇本側で健全・合法的な受⼊が⾏われるよう全⾯的な協
⼒をお願いしたい」と云った趣旨の話がありました。

それを受けて、ミャンマー⼈技能実習⽣の失踪・不当難⺠申請防⽌策或いは技能実習⽣の健全な送出し・受⼊の⽅策（⼀
例として両国政府間による労働者保護の為の政府間協定締結への働きかけ、対⽇送出し前の事前研修の充実、不健全な受
⼊機関・企業の排除など）、に関しミャンマー労働省、外務省及び在⽇ミャンマー⼤使館と協議を重ね、また⽇本の厚⽣
労働省、法務省などとの情報交換を⾏ってきました。

その⼀環として、2015年8⽉に労働省より「ＪＭＡが在⽇ミャンマー⼤使館のサポート業務として求⼈票の記載内容の事
前確認および受⼊機関・企業の実態把握を⾏い、その確認結果を在⽇ミャンマー⼤使館に報告して欲しい」旨、要請があ
りました。 即ち、⼤使館はJMAの報告を踏まえ求⼈票の最終審査を⾏い、ミャンマー外務省経由、労働省に通知する事が
決定されました。

弊協会としては受⼊管理団体様のご意⾒なども伺いながら、引き続きミャンマー側労働省、ミャンマー海外⼈材派遣企業
協会（MOEAF）、在⽇ミャンマー⼤使館および⽇本の関係諸官庁とも連絡を密にしてミャンマー⼈技能実習⽣の失踪・
不当難⺠申請の防⽌や健全な送出し・受⼊が出来るよう努⼒して参りますので皆様のご⽀援・ご協⼒の程宜しくお願い致
します。

以上

→技能実習⽣TOPに戻る

ミャンマー⼈⼊国管理
関係統計(技能実習⽣含む)
(2017年4⽉末現在法務省⼊国
管理局作成)

ミャンマー労働省認可
済み送出し機関リスト（2017
年5⽉12⽇付）
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